
　　　　　　　　　　（歳入）

203,427203,427203,427203,427 千円

　　　　　　　　　　（歳出） 

226,741226,741226,741226,741 千円

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】 （単位:千円）

国 道 支 出 金 地 方 債 そ の 他
引上げ分の地方消費税
（社会保障財源化
　分の市交付金）

そ の 他

社会福祉事業 2,939 300 2,597 42
児童福祉事業 24,417 2,096 21,973 348
生活保護事業 1,862 825 1,021 16

国民健康保険事業 70,000 68,906 1,094
小　　　　計 99,218 2,921 300 94,497 1,500
保健衛生事業 127,523 4,409 12,454 108,930 1,730
小　　　　計 127,523 4,409 12,454 108,930 1,730

226,741226,741226,741226,741 7,330 12,754 203,427203,427203,427203,427 3,230合　　　　計

地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる
社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

【平成27年度決算】【平成27年度決算】【平成27年度決算】【平成27年度決算】

　地方消費税交付金（社会保障財源化分）　　　　　　

　社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

区　　　分 経 費

財 源 内 訳
特　定　財　源 一　般　財　源

平成26年4月1日から消費税率が5％から8％に引き上げられたことに伴い、市の歳入である地方消費

税交付金についても増額されました。

この増えた分については、「社会保障財源化分」として市が行う社会保障施策に要する経費（社会福

祉・社会保険・保健衛生）に充てることとされており、次のとおり関連経費に充当させていただきましたの

でお知らせします。

なお、地方消費税交付金の引き上げ分の充当方法については、各区分の一般財源の割合により按分

して算出しています。


